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ヒアリングにおけるコメント回答資料 

指摘事項 

 

 

Ａ：  

（１） 泊発電所 3号炉については、本申請範囲において、以下の原子炉施設に避雷設備を設置し

ている。 

 

■建築基準法に基づくもの（先行（女川 2,大飯 3/4）の記載を踏まえた。） 

建築基準法第三十三条（避雷設備）「高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷

設備を設けなければならない。」に基づき避雷設備を設置。 

 

・原子炉建屋 

・原子炉補助建屋 

・タービン建屋 

・循環水ポンプ建屋 

・放射性廃棄物処理建屋 

・補助ボイラー煙突※ 

 

※建築基準法第八十八条（工作物への準用）により、高さが 6ｍ超える煙突は建築基準法第

三十三条の規定を準用。 

 

■消防法に基づくもの（先行（大飯 3/4）の記載を踏まえた。） 

危険物の規制に関する政令 第十一条（屋外タンク貯蔵所の基準）第一項第十四号「指定

数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。」

に基づき設置。 

 

・油計量タンク 

・補助ボイラー燃料タンク 

 

 

No.31 

(221223-31) 

火災による

損傷の防止 

避雷針の適用 JIS について建物ごとに違う適用年盤を使用している

のか，同一の建物の中で適用年盤を使い分けているものがあるの

か，確認して説明すること。 

No.54 

(230113-20) 

火災による

損傷の防止 

高さ 20m を超えない危険物貯蔵施設に設置している避雷針の扱い

について，先行の記載状況を踏まえて，高さ 20m を超えるの記載

の要否について説明すること。 
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なお、外部事象（落雷）を考慮し重大事故等対処設備である代替非常用発電機については、

近傍に避雷針を設置することにより、また、緊急時対策所については、定検機材倉庫に避雷針

を設置し、その雷保護範囲とすることにより落雷による火災発生を防止する設計としている。

（先行（女川 2）記載） 

 

また、避雷針ではないが、特別高圧開閉所については、以下に基づき架空地線・避雷器を設

置している。 

 

■原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令（電気設備に関する技術基

準を定める省令）によるもの（先行（大飯 3/4）の記載を踏まえた。） 

第六条（電線等の断線の防止）「電線、支線、架空地線、弱電流電線等（弱電流電線及び光

ファイバケーブルをいう。以下同じ。）その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常

の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。」に基づき架空地線

を設置。 

第三十三条（高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設）「雷電圧による電路に施設する電

気設備の損壊を防止できるよう、発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所

には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。」に基づき避雷器を設置。 

 

・開閉所 

 

 

（２） 「高さ 20m を超える」の記載の要否について 

（１）のとおり避雷針の設置については、先行プラント（女川 2、大飯 3/4）において建築基

準法に基づき高さ 20m をこえる建築物に設置する以外に、建築基準法以外の法令に基づき設置

している事例がある。しかしながら、先行申請記載においてはいずれも「建築基準法に基づき

高さ 20m をこえる建築物」との記載としていることから先行実績にならい、以下の記載と致し

ます。 

 

『発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止するため，地盤

面から高さ 20m を超える建築物には，建築基準法に基づき「JIS A4201 建築物等の避雷設備

（避雷針）（1992 年版）」又は「JIS A4201 建築物当の雷保護（2003 年版）」に準拠した避

雷設備の設置及び接地網の敷設を行う設計とする。』 
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（３） 避雷針の適用 JIS について建物ごとに違う適用年盤について 

各建築物等の適合 JIS は以下のとおりであり、一つの建物に複数の JIS の年盤を適用してい

る事例はございませんでした。また、先行（女川 2）申請にならい、本文・補足説明の該当箇

所に記載を反映いたしました。 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 


